　　　　　　　　　　　　　
大阪市環境経営推進協議会地域部会設置規程
（設　置）
第１条　大阪市環境経営推進協議会（以下「協議会」という。）規約第１６条の規程により、地域部会を設置することができる。

２　地域部会は、会員の要望に基づき、区単位あるいは複数区がまとまって設置するものとする。
３　地域部会は、地域の名称を付し、○○（地名）地域部会と称す。

（目　的）
第２条　地域部会は、地域における自主的な活動及び会員の交流を推進することを目的とする。

（組織及び活動）
第３条　地域部会に部会長を置き、地域の実情に応じ副部会長その他役員を置くことができる。
２　部会長は、協議会理事をもって充てる。
３　地域部会は、地域における自主的な活動並びに会員の交流と情報交換、地域課題の協議等のため、地域交流会（部会）を開催することができる。
（大阪市等の支援）
第４条　地域活動の召集など連絡調整並びに構築支援は、事務局及び（特活）大阪環境カウンセラー協会が連携して行う。

２　協議会は地域における自主的な活動を支援するため、地域部会の申請に基づき地域活動助成金を交付する。なお、助成金の額は年額とし、地域部会の会員数に千円を乗じた額を上限とする。
３　前項の助成金は地域部会が責任をもって処理し、活動終了後、領収証等証拠書類を添付して報告するものとする。

（付則）
この規程は、協議会の設立の日（平成１９年６月２６日）から施行する。
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